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第１章 総則 

第１ 目的 

マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号。以下「マンション

再生法」という。）第 163条の 59条第 1項に基づく総合設計制度（以下「マンション再生

型総合設計」という。）は、同法第 163 条の 56 第 1 項の認定を受けたマンション（以下

「要除却等認定マンション」という。）の建替えにより新たに建築又は更新されるマンシ

ョンについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積

率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備

改善に資すると認めるものを特定行政庁が許可する制度である。これにより、要除却等認

定マンションの除却・建替え又は更新を促進するとともに、公開空地の確保や、地域の防

災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進

等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするも

のである。 

本許可取扱方針は、埼玉県知事（特定行政庁）が本制度の許可に関し必要な事項を定め

ることにより、本制度の適正な運用を図るとともに市街地の環境の整備改善に資する優れ

た建築計画について本制度の効果的な活用を図るため、マンション再生型総合設計許可に

係る許可取扱方針として定めるものである。 

 

第２ 許可対象 

 要除却等認定マンションの建替えにより新たに建築又は更新されるマンションであるこ

と。 

 

第３ 総合設計制度の適用 

 埼玉県における地域特性に鑑み、下記のマンション再生型総合設計を適用する。 

 （１）一般型総合設計 

 （２）再開発方針等適合型総合設計 

  （３）環境配慮型総合設計 

 

 

第２章 基本要件 

第１ 許可方針 

 次に掲げる許可方針に適合すること。 

（１）マンション再生法第 4条第 1項により定める「マンションの再生等の円滑化に関す

る基本的な方針」に留意すること。 
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（２）以下の一及び二に適合するものであること。ただし、特定行政庁が要除却等認定マ

ンションの除却・建替え又は更新のために必要と認める場合、地域の特性によりや

むを得ないと認める場合等にあっては、この限りでない。 

一 住宅以外の部分（以下「非住宅部分」という。）の床面積の合計が、要除却等認定

マンションの非住宅部分の床面積の合計より増加しないこと。ただし、住宅等の部

分の床面積の合計が増加する場合は、この限りでない。 

二 非住宅部分の床面積の合計が、基準容積率の算定の基礎となる延べ面積を超えない

こと。 

（３）要除却等認定マンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ建替え又は

更新、要除却等認定マンションの敷地を細分化した建替え又は更新、マンション再

生法第 2 条第 1 項第 1 号に規定するマンション（以下「マンション」という。）に

該当しない建築物をマンションに変更した上で行う建替え又は更新等に係る許可に

ついては、特定行政庁が要除却等認定マンションの除却・建替え又は更新のために

必要と認める範囲で行うものであること。 

（４）要除却等認定マンションの除却・建替え又は更新を促進する観点から許可を行うた

め、原則として、要除却等認定マンションが現に存する時点で許可の事前協議がな

されているものであること。 

（５）除却等の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示（令和３年国土交通省告示

第１５２２号）第５第１号イからニまでに定める経路のうち、それぞれ一以上のも

のが、同告示第５第２号に掲げる基準に適合していること。 

（６）道又は公園、広場その他の空地からマンションの出入口までの経路のうち一以上を

構成する敷地内の通路（以下「屋外対象通路」という。）が、高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第１７条各

号及び第１９条第２項第７号イからニまでの基準（以下「バリアフリー基準」とい

う。）に適合していること。ただし、屋外対象通路が地形の特殊性によりバリアフ

リー基準に適合することが困難な場合で、マンションの車寄せからマンションの出

入口までの経路のうち一以上を構成する敷地内の通路がバリアフリー基準に適合し

たものとするときは、この限りでない。 

（７）市町村のまちづくりにおける計画・方針等に配慮した計画であること。 
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第２ 敷地規模 

 計画建築物の敷地面積は、用途地域の種別に応じて表１に掲げる面積以上とする。 

 

表１ 敷地規模 

地域又は区域 敷地面積の規模（単位 ㎡） 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用

地域、田園住居地域又は用途地域の指定のない

区域 

1,000 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、

準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専

用地域 

500 

近隣商業地域又は商業地域 300 

 

第３ 前面道路の幅員など 

 計画建築物の敷地は、用途地域の種別に応じて、下表２に掲げる数値以上の幅員（敷地

周辺の道路の状況等を勘案し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ

る場合は、幅員を、道路及び歩道状公開空地（第３章第１ １項（２）一に規定するもの

をいう。）の幅員を合わせたものとすることができる。）を有する道路に接するものであ

ること。ただし、建築物の敷地が接する道路（建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下

「法」という。）第 42条第 2項の規定により同条第 1項の道路とみなされる道を除く。）

が計画道路（法第 42 条第 1項第 4号に該当するものを除くものとし、以下「計画道路」と

いう。）若しくは法第 68 条の 7 第 1 項の規定により指定された予定道路（以下「予定道

路」という。）の区域内にあり、又は敷地周辺の道路の状況等を勘案し、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認められる場合は、この限りではない。 

 

表２ 前面道路の幅員 

地域又は区域 道路幅員（単位 m） 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、田園住居地域、

準工業地域又は用途地域の指定のない区域 

6 

近隣商業地域、商業地域、工業地域又は工業専用地域 8 
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第４ 再開発方針等適合型総合設計の追加要件 

 次に定める要件を全て満たすこと。 

（１）都市再開発法第 2 条の 3 第 2 項に規定する都市再開発の方針（以下「再開発方

針」）を定めた地区内で地区計画等により高度利用を図るべきとされた区域内にあ

るもの。 

（２）当該区域における再開発方針、地区計画等に適合するものであること。 

 

第５ 環境配慮型総合設計の追加要件 

埼玉県地球温暖化対策推進条例第 20 条に規定する特定建築物環境配慮計画に添付され

るＣＡＳＢＥＥ埼玉県で定める重点項目の評価が、下表３に掲げる区分以上となるもの。 

   

表３ 環境配慮型総合設計の要件 

 CASBEE埼玉県の格付 県の重点項目の合計（点） 

(1) S 

A 

B+ 

6.8以上 かつ 

重点項目それぞれの得点が 3.4以上 

(2) 
8.0以上 かつ 

重点項目それぞれの得点が 4.0以上 

 

 

第３章 容積率制限の緩和要件 

第１ 公開空地等 

１ 公開空地の定義 

 公開空地とは、次の（１）から（５）までに規定する基準すべてに該当する空地又は空

地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等、空地の利便

の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設、及び地域の防災機能の向上に寄与する防災

施設等の施設に係る土地を含む。）をいう。 

 なお、計画建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で次の（１）か

ら（５）までに規定する基準すべてに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸

付けに係るものであって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理されるもの

（以下「公共空地」という。）については、これを公開空地とみなす。 

（１）公開性及び安全性 

  歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動車が出入

りする敷地内の通路を除く。）で、地域環境に配慮した排水設備及び照明設備（特定の

者の営利目的等により長期にわたり、利用又は占用されるものは除く。）を設けたもの

であること。ただし、屋内に設けるもの等で、夜間に公開することが地域環境の防犯
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上、衛生上好ましくないと認められるものにあっては、深夜等において閉鎖することが

できる。 

（２）空地のまとまり 

一 幅員 

最小幅が 3ｍ以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長（最小限必要

な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設けられているもの

とみなす。）にわたって設けられ、かつ、道路と一体として利用可能な公開空地及

び敷地を貫通して道路、公園その他これらに類する公共施設を相互に有効に連絡す

る公開空地（以下「歩道状公開空地」という。）にあっては、最小幅が 1.5ｍ以上

のものであること。      

二 面積 

一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、敷地面

積の 10分の 1以上かつ 50㎡以上であること。ただし、用途地域に応じて、次に掲

げる区分に従いイからニに掲げる数値を超えるときは、当該数値以上であること。 

イ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域 

                                    300㎡ 

ロ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 

                                200㎡                                                

ハ 近隣商業地域又は商業地域                   100㎡ 

ニ 用途地域の指定のない地域                   200㎡ 

（３）道路からの見通し 

全周の 8 分の 1 以上が道路に接しているものであること。ただし、動線上無理のな

い通り抜け道路を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合は、この限りで

ない。 

（４）空地への接近性 

   道路との高低差が、6ｍ以内のものであること。ただし、駅舎のコンコース、横断歩

道橋等に連絡する場合等歩行者の利便に供する場合は、この限りではない。 

（５）公開空地の緑化など 

   公開空地は、緑化をするよう努めること。 

（６）歩道状公開空地 

歩道状公開空地は、次の各号に掲げる種類ごとに、その条件に適合させるものとす

る。 

 一 道路に沿って設ける歩道状公開空地 

   歩行者が日常自由に通行することができ、道路との段差が無く一体的に整備される
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もので次のイからホのすべてに適合すること。 

イ 横断勾配が原則として 1％以内であり、表面仕上げを粗面、又は滑りにくい材料

とし、水はけの良いものとすること。 

ロ 敷地の端から端まで連続して設けるものとする。 

ハ 空地の連続性を妨げる塀等の設置をしないこと。 

ニ 既存歩道が有る場合は、既存歩道と一体的に通行することが可能となるよう整備

すること。 

ホ 通行可能な部分の幅（以下「有効幅員」という。）が 1.5ｍ以上であること。た

だし、既存歩道と合わせて 4ｍ以上の有効幅員がある場合は、この限りではない。 

ヘ 隣地と接する部分には、原則として敷地との間に塀等を設置しないこと。 

二 敷地を貫通して設ける歩道状公開空地 

   一つの道路から他の道路へ通り抜け式の近道として、歩行者が日常自由に通行する

ことができ、道路と一体的に整備されるもので、前項イ号からホ号に適合するほか、

次の各号に適合するもの。 

イ 鉄道駅、バス停、公園等の利便性を向上させるもの。 

ロ 見通しが良く、衛生上及び防犯上配慮されたもの。 

 

２ 公開空地に準ずる有効な空地 

 敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空地及び空

地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び空地の利便

の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含み、非常時以外において自動

車が出入りする通路を除く。）で、次の（１）又は（２）に該当するものについては、公開

空地に準ずる有効な空地として、公開空地の有効面積に算入できるものとする。 

（１）中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下｢中庭等｣

という。）にあっては、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場として活用される

等適切な利用ができ、道路、公園（一体的に利用されるものに限る。）又は歩道上公

開空地から見通せるもので、修景上良好に設計され、敷地面積の 10分の 1以上（300

㎡を超えるときは、300㎡以上）、かつ、100 ㎡以上であること。）の規模を有するこ

と。 

（２）屋上にあっては、道路に面して設けられており、当該道路からの高さが、12ｍ以下

かつ当該道路の幅員以下のものであって、緑化を図るなど修景上良好に設計されてい

るものであること。また、その面積については「１ 公開空地の定義（２）二」に規

定する規模以上であること。 
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３ 公開空地等の有効面積の算定 

（１）公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地（以下、「公開空地等」とする。）の

有効面積（以下「有効公開空地面積」という。）は、次に掲げる区分に従い、当該

公開空地又は公開空地の部分の面積に一から六までに掲げる係数を乗じて算定す

るものとする。 

   一 歩道状公開空地（幅が 4ｍを超えるものにあっては、幅が 4ｍ以内の部分に限

る。）                             １．５ 

   二 面積が 500㎡以上で幅員 6ｍ以上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分

（一に該当するものを除く。）                  １．２ 

   三 面積が 300 ㎡以上 500 ㎡未満で幅員 6ｍ以上の道路に接する公開空地又は公開

空地の部分（一に該当するものを除く。）               １．１ 

   四 一、二及び三以外の公開空地又は公開空地の部分         １．０ 

   五 中庭等（公開空地に準ずる空地）                ０．５ 

   六 屋上（公開空地に準ずる空地）                 ０．３ 

（２）次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部分の

面積に（１）に規定する係数を乗じて得たものに、次に掲げる区分に従い、一から

四までに掲げる係数を乗じて算定するものとする。 

一 公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によって妨げられるもの

（道路の自動車交通量が著しく多い場合等公開空地が道路に接しないことが当

該公開空地の環境上好ましい場合で、動線上無理のない通り抜け歩路を設けた

ものを除く。）                             ０．５ 

二 公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、その屋上面）の高

さが、当該公開空地に接している道路の路面の高さと比べて 1.5ｍ以上高いもの

又は 3ｍ以上低いもの（地形上、道路から連続して高さが変化するもの及び駅舎

のコンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の利便に供するものを除

く。）                                   ０．６ 

三 ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物又は建築物の部分（以下「ピロ

ティ等」という。）によって覆われている公開空地（はり下（はりがない場合に

は床版下。以下同じ。）10ｍ以上のもの又は気候条件等のためピロティ等に覆わ

れていることが公開空地の環境を向上させるものを除く。） 

 イ はり下 5ｍ以上                         ０．８ 

 ロ はり下 2.5ｍ以上 5ｍ未満                       ０．６ 

四 公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築物又は建築物の部

分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大させ、市街地環境の整備改善に

特に寄与すると認められるもの                  １．２ 
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 （３）隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の公

開空地等とみなして、（１）及び（２）の規定を適用することができるものとする。

この場合において、（１）及び（２）の規定中「当該公開空地等又は公開空地等の

部分の面積」とあるのは「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の面

積」とする。 

 

第２ 公共貢献施設等 

 公共貢献施設等とは、地域の防災、環境等の向上に資するものとして整備するもので、

以下のすべてを満たすものとする。 

 （１）以下の一から四までに掲げるもの（公開空地等に該当するものを除く。） 

   一 地域で活用できる防災備蓄倉庫の設置 

   二 地域に開放されたコミュニティ形成のための集会所、スペース等の整備 

   三 保育所、幼稚園等の地域の子育て支援施設の整備 

   四 地域包括ケア機能等の高齢者向け福祉施設、診療所等の医療施設の整備 

 （２）（１）に掲げる施設については、県または当該市町の整備計画又は要望等がある、

もしくは、条例、要綱等により当該施設の設置が義務付けられているもの。 

 

第３ 容積率の割増し 

１ 容積率の割増し 

 許可に係る法第 52条第 1項から第 9項までの規定による容積率（以下「基準容積率」と

いう。）の割増しにあたって、計画建築物の延べ面積は基準容積率に従い、次に掲げる式

によって得られる面積以下とすること。 

  

  Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ｋｉ×１．５×ＫＡ｝＋α 

 

Ａ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含むものとし、以下２について同様

とする。） 

Ｓ：有効公開空地面積の合計 

Ｖ：割増し後の延べ面積 

ｖ：基準容積率 

Ｋｉ，ＫＡ：表４、表６による割増係数 

α：公共貢献施設等の用途に供する部分の床面積の合計。ただし、αについて敷地面

積の 2分の 1を超える面積を算入しない。 
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表４ 割増係数（Ｋｉ） 

基準容積率（ｖ） 割増係数（Ｋｉ） 

10/10未満 ２／３ 

10/10以上90/10未満 １／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

90/10以上 １／３ 

この場合において、再開発方針等適合型総合設計及び環境配慮型総合設計にあっては

それぞれ次に掲げる係数を表４による割増係数に乗じて得たものをＫｉとする。 

 

表５ Ｋｉの割増係数 

再開発方針等適合型総合設計 1.2 

環境配慮型総合設計 
CASBEE埼玉県の格付 

S、A、B+ 

県の重点項目の得点 

6.8以上 
1.1 

県の重点項目の得点 

8.0以上 
1.2 

     

   表６ 割増係数（ＫＡ） 

用途地域 敷地面積(Ａ) 割増係数(ＫＡ) 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

5,000㎡以上 2 

5,000㎡未満 1＋(Ａ－Ａmin)／(5,000－Ａmin) 

上記以外の地域又は区域 1 

Ａmin：取扱方針第２章第２敷地規模の表に掲げる用途地域に応じた敷地面積の規模 
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２ 割増し後の容積率の限度 

「１ 容積率の割増し」に規定する容積率の割増しを行うにあたっては、総合設計の

種類に応じて下表７に掲げるものを限度とする。 

   

表７ 割増後の容積率の限度 

  一般型総合設計 

  Ａ×ｖ×1.5と 

 Ａ×（ｖ＋20/10）のうち 

 いずれか小さいもの 

  再開発方針等適合型総合設計 

  Ａ×ｖ×1.5と 

 Ａ×（ｖ＋25/10）のうち 

 いずれか小さいもの 

 環境配慮型総合設計 

 Ａ×ｖ×1.5と 

 Ａ×（ｖ＋20/10）のうち 

 いずれか小さいもの 

 

 

３ その他 

公開空地が計画建築物の敷地のうち計画道路又は予定道路に係る部分の全部又は一

部にあり、かつ、「１ 容積率の割増し」に掲げる式によって得られる割増し後の延

べ面積（Ｖ）を計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除いた敷地面積で除した数

値が、法第 52条第 1項に掲げる数値（建築物の敷地が当該数値の異なる地域の２以上

にわたる場合においては、当該地域の当該数値に、その敷地の当該地域にある各部分

の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計をいい、以下「指定容積率」という。）

を超える場合においては、当該計画建築物の延べ面積は、「１ 容積率の割増し」に

掲げる式によって得られる面積以下であり、かつ、「１ 容積率の割増し」の規定中

「敷地面積」とあるのは「敷地面積から計画道路又は予定道路に係る部分の面積を除

いた面積」と、「有効公開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積から計画道路又

は予定道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「基準容積率」とある

のは「指定容積率」とそれぞれ読み替えて準用する「１ 容積率の割増し」に掲げる

式によって得られる面積以下とすること。 
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第４章 高さ制限の緩和要件 

第１ 絶対高さ制限関係 

（１）絶対高さ制限の緩和を受けることができる建築物は、以下のいずれかの基準に適合

するものとする。なお、敷地周辺の状況等を勘案し、第１種低層住居専用地域、第２

種低層住居専用地域又は田園住居地域内の住居の環境の維持に支障がないと認めら

れる場合は、これらの基準によらないことができるものとする。 

一 法第 55 条第１項の規定に係るもの（絶対高さ制限の緩和）を受けることができる建

築物は、敷地の各辺（単純な形状の多角形の敷地にあっては敷地境界線、多角形でな

い敷地又は複雑な形状の多角形の敷地にあっては、当該敷地を単純な多角形に近似し

た場合の各辺をいう。以下同じ。）において、Ｓｉ’がＳｉ以下であるものとする。

この場合において、Ｓｉ’とは、Ｏｉ（各辺についてその中点から 16ｍの距離だけ外

側にある点をいう。以下第１において同じ。）を通る鉛直線上の各点を視点として建

築物の各部分を各辺上の鉛直面に水平方向に投影した図形の面積（以下「立面投影面

積」という。）とし、Ｓｉとは各辺の長さに 10ｍ又は 12ｍのうち当該地域に関する

都市計画において定められた建築物の高さの限度を乗じて得た値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 以下のイからハまでに掲げる基準。  

イ 建築物の高さが、要除却等認定マンションにおける建築物の高さを超えないこ

と。  

ロ 敷地の各辺において、Ｓｊ’が Ｓｊ 以下であるもの。この場合において、Ｓｊ

’とは、Ｏｉ を通る鉛直線上の各点を視点とした絶対高さ制限を超える建築物

の部分の立面投影面積とし、Ｓｊ とは、要除却等認定マンションにおいて Ｏｉ 

を通る鉛直線上の各点を視点とした絶対高さ制限を超える建築物の部分の立面投

影面積とする。  

□ 図 1 絶対高さ制限の緩和 

     （第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住居地域） 

特例を適用しない場合の 
最大の立面投影面積 Si 

 

Si 
特例を適用する建築物の 
立面投影面積 Si’ 
 

Si’ 
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ハ 要除却等認定マンションが法第 52 条、第 55 条及び第 56 条の規定に違反して

いないこと。  

（２）隣地を取り込むなどにより要除却等認定マンションの建替え又は更新の前後におい

て敷地の範囲が変わる場合における（１）二ロの基準については、敷地の状況に応

じて、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域内の住

居の環境の維持に支障がないと認められる範囲で適用するものとする。  

 

第２ 道路斜線制限及び隣地斜線制限関係 

（１）道路斜線制限（法第 56条第 1項第 1号）又は隣地斜線制限（同項第 2号）の緩和を

受けることができる建築物は、以下のいずれかの基準に適合するものとする。なお、

敷地周辺の状況等を勘案し、市街地環境の維持に支障がないと認められる場合は、こ

れらの基準によらないことができるものとする。 

一 道路斜線制限又は隣地斜線制限に係る許可を受けることができる建築物は、敷地

の各辺においてＳｉ'がＳｉ以下であるものとする。この場合において、Ｓｉ'とは、

Ｏｉ（各辺についてその中点から次に掲げる区分に従い、イ、ロ又はハに掲げる距

離だけ外側にある点をいう。以下第２において同じ。）を通る鉛直線上の各点を視

点とした立面投影面積とし、Ｓｉとは、各辺において法第 56 条第 1 項第 1 号、第

2号及び第 2項の規定によって許容される最大の立面投影面積とする。 

イ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域及び田園住居地域 

 道路に接する各辺について当該道路の幅員に法第 56 条第 2 項の規定による

当該建築物の後退距離（以下「後退距離」という。）に相当する距離を加えた

距離 

ロ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第

２種住居地域及び準住居地域 

 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加

えた距離、その他の各辺については 16mに高さが 20mを超える部分を有する建

築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに

相当する距離を加えた距離 

ハ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は用途地域

の指定のない区域（以下、「非住居系地域」という。） 

 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加

えた距離、その他の各辺については 12ｍに高さが 31ｍを超える部分を有する

建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離 
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二 以下のイからハまでに掲げる基準。 

イ 建築物の高さが、要除却等認定マンションにおける建築物の高さ又は法第 55

条第１項の規定による高さの限度のいずれか高い方を超えないこと。  

ロ 以下のいずれかに該当すること。  

① 敷地の各辺においてＳｊ’がＳｊ以下であるもの。この場合において、Ｓｊ

’とは、Ｏｉを通る鉛直線上の各点を視点とした立面投影面積とし、Ｓｊと

は、要除却等認定マンションにおいてＯｉを通る鉛直線上の各点を視点とし

た立面投影面積とする。 

 

 

□ 図２ 道路斜線制限の緩和 

特例を適用しない場合の 
最大の立面投影面積 Si 

 

特例を適用する建築物の 
立面投影面積 Si’ 
 

Si’ 

□ 図３ 隣地斜線制限の緩和 
特例を適用しない場合の 
最大の立面投影面積 Si 

 

特例を適用する建築物の 
立面投影面積 Si’ 
 

Si 
 

Si' 

Si 
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② 建築基準法施行令第 135 条の９に定める位置（道路斜線制限について緩和す

る場合に限る。）又は同令第 135条の 10に定める位置（隣地斜線制限につい

て緩和する場合に限る。）を想定半球の中心として算定する天空率（同令第

135条の５に定めるものをいう。以下同じ。）が、要除却等認定マンションの

当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であるもの。この場合

において、同令第 135 条の６各項及び第 135 条の７各項の規定に準じた規定

を適用するものとする。  

ハ 要除却等認定マンションが法第 52 条、第 55 条及び第 56 条の規定に違反して

いないこと。 

（２）高さが 100ｍを超える建築物に対する（１）一の規定の適用については、次の一、二

及び三を加えたものをもって（１）一のＳｉ'及びＳｉとする。 

一 建築物の高さ 100ｍ以下の部分の立面投影面積 

二 建築物の高さ 100ｍを超え 150ｍ以下の部分の立面投影面積に 1/2 を乗じて得た

もの 

三 建築物の高さ 150ｍを超える部分の立面投影面積に 1/3を乗じて得たもの 

（３）高さが 100ｍを超える建築物に対する（１）二ロ①の規定の適用については、（２）

一、二及び三を加えたものをもってＳｊ’及びＳｊとする。 

（４）前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加えたもの

が法第 56 条第１項別表第３(は)欄に掲げる距離を超える建築物の部分の立面投影面

積は、道路に接する各辺の「Ｓｉ'及びＳｉ」又は「Ｓｊ’及びＳｊ」に含めないもの

とする。 

（５）隣地を取り込むなどにより要除却等認定マンションの建替え又は更新の前後におい

て敷地の範囲が変わる場合における（１）ニロ①又は②の基準については、敷地の状

況に応じて、市街地環境の維持に支障がないと認められる範囲で適用するものとす

る。 

 

第３ 北側斜線制限関係 

（１）第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、

北側斜線制限（法第 56 条第１項第３号）は原則として緩和しないものとする。ただ

し、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で隣地に対する日照条件を十分考慮した

ものについては、この限りでない。 

（２）第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域においては、北側斜線制

限は原則として緩和しないものとする。ただし、塔状建築物等で隣地に対する日照条

件を十分考慮したものについては、この限りでない。 
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第４ 建築物の敷地が斜線制限等の高さの制限の異なる地域又は区域の内外にわた

る場合の措置 

（１）敷地が法第 55 条第１項又は法第 56 条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定

による建築物の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる建築物に対する第

２（１）の規定の適用については、敷地の各辺の中点から次の一又は二に掲げる距離

だけ外側にある点をもって第２（１）一及び二ロ①のＯｉとし、各辺において法第 56

条第 1項第 1号、第 2号又は第 3号の規定によって許容される最大の立面投影面積を

もって第２（１）一及び（２）Ｓｉとする。 

一 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加えた

距離 

二 その他の各辺については下記の式による数値 

（16×Ｌ１+Ａ２×Ｌ２+Ａ３×Ｌ３）/Ｌ  

Ａ２：16ｍに高さが 20ｍを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣

地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えた距離の数

値   

Ａ３：12ｍに高さが 31ｍを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣

地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えた距離の数

値   

Ｌ１：各辺のうち第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居

地域に存する部分の長さ  

Ｌ２：各辺のうち第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種

住居地域、第２種住居地域又は準住居地域に存する部分の長さ   

Ｌ３：各辺のうち非住居系地域に存する部分の長さ  

Ｌ  ：各辺の長さ（Ｌ＝Ｌ１+Ｌ２+Ｌ３）  

 なお、絶対高さ制限（法第 55 条第１項）及び北側斜線制限（法第 56 条第１項第３

号）の適用される地域又は区域の内外にわたる場合で、当該地域又は区域に存する部

分において北側斜線制限が敷地境界線から連続して適用される範囲の部分について、

法第 55 条第１項の規定に係る部分は第 1 を準用し、また、法第 56 条第１項の規定に

係る部分は第３を準用する。  

（２）前項の判定方式のみでは斜線制限等の高さの制限の部分適用方式（建築物の各部分

の高さが当該部分の存する地域又は区域の制限の適用を受ける方式をいう。）が十分

に反映されないことになり、敷地周辺の環境にとって不適当である場合には、適切な

措置を講ずるものとする。 
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 例えば、法第 56 条第１項第１号、第２号又は第３号の規定に係るマンション再生

法第 163 条の 59 第１項の許可を受ける建築物が高さの制限の異なる区域の内外にわ

たる場合には、建築物の敷地を第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又

は田園住居地域内に存する部分、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用

地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域内に存する部分及び非住居系

地域内に存する部分に区分し、それぞれの部分について第２（１）一を準用する。こ

の場合において、｢各辺｣とあるのは、それぞれ｢各辺のうち第１種低層住居専用地域、

第２種低層住居専用地域又は田園住居地域内に存する部分｣｢各辺のうち第１種中高

層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は

準住居地域内に存する部分｣又は｢各辺のうち非住居系地域内に存する部分｣と読み替

え、また、Ｓｉ とは、当該部分について同法第 56条第１項第１号、第２号及び第３

号の規定によって許容される立面投影面積とする。   

 

 

第５章 公開空地等の標示及び維持管理等の取扱い 

第１ 公開空地等の標示 

（１）建築主は、公開空地等及び公共貢献施設等内の適切な場所、又は、建築物の見や

すい箇所に当該公開空地等及び公共貢献施設等が、埼玉県マンション建替型総合設

計許可取扱方針に基づいて設けられたものである旨、実施細目に定める標示板を設

置するものとする。 

（２）建築主は、当該標示板に実施細目で定める事項を明示するものとする。 

（３）標識の材質は、ステンレス等の対候・耐久性に富み、堅固に固定されたものとす

る。なお、標識が破損、又は表示内容が見にくくなった場合は速やかに修復するも

のとする。       

 

第２ 維持・管理 

 建築主は、公開空地等を、一般に開放すること。また、公開空地等及び公共貢献施設

等の維持・管理を適切に行うものとし、次に掲げる各号に適合すること。 

（１）建築主は、公開空地等及び公共貢献施設等の管理責任者を定め、埼玉県知事宛に

報告するものとする。また、管理責任者が変更になった場合は速やかに報告するも

のとする。 

（２）建築主又は管理責任者は、実施細目に定める公開空地等の維持管理方法を埼玉県

知事宛に報告するものとする。 

（３）建築主又は管理責任者は、公開空地等の維持管理方法を変更する場合は、事前に

知事と協議するものとする。 
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（４）建築主又は管理責任者は、公開空地等を一時占用する場合は、事前に知事と協議

するものとする。 

 

 

第６章 その他 

第１ 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 

建築物の敷地が当該取扱方針の規定（本取扱方針に別の定めのある場合並びに法第

52 条から第 56 条の 2 まで及び第 58 条に規定する場合を除く。）による建築物の敷

地、建築物に関する禁止又は制限を受ける区域、地域、又は地区の内外にわたる場合

においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域

又は地区内の建築物に関するこの基準の規定を適用する。 

 

第 2 高度地区が定められている場合の措置 

高度地区の規定による絶対高さ制限に適合させること。ただし、高度地区の規定に

許可による緩和等がある場合、当該市町と調整すること。 
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附 則 

１ この方針は、平成 27年 6月 18日から施行する。 

２ この方針は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

３ この方針は、令和 4年 2月 20日から施行する。 

４ この方針は、令和８年４月１日から施行する。 

 


